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4 衛生費 

 

1 保健衛生費    1 保健衛生総務費 

[担当：保健センター] P.142 

20  健康づくりに要する経費  2,461,000円 (3,216,000円) 
[国･県 22,000円  その他 145,000円  一財 2,294,000円] 

＊特財積算根拠 
[国負:保健事業費 33,000円×1/3＝11,000円] 

[県負:保健事業費 33,000円×1/3＝11,000円] 

[諸収入:講座参加個人負担金 300円×485人＝145,500円] 

○ 目的 
  健康の保持と疾病の予防を図る。 
○ 内容 
  自らの健康は自ら守るという認識と疾病予防のために必要な知識を学ぶための教室を保
健センター、藤代保健センターで行い、健康相談を藤代保健センターや各公民館等で実施

する。 
 
[担当：保健センター] P.143 

2401  休日夜間急患センター運営に要する経費  34,821,000円 

 (34,823,000円) 

[その他 10,517,000円  一財 24,304,000円] 

＊特財積算根拠 

[負担金:休日夜間急患センタ－運営費負担金 （守谷市） 6,360,338円］ 

[負担金:休日夜間急患センタ－運営費負担金 （利根町） 3,156,725円］ 

[諸収入:休日夜間緊急診療所運営費交付金  （つくばみらい市） 1,000,000円］ 

〇 目的 

  日曜日や祝日、夜間における初期救急患者の医療の確保を図る。 

〇 内容 

  取手市、守谷市、利根町により、取手・北相馬休日夜間緊急診療所の運営を医師会病院

へ委託し、休日･夜間の医療業務を行う。 

 

[担当：保健センター] P.143 

2501  常総地域病院群輪番制病院運営費補助金  35,238,000円 

 (35,800,000円) 
[その他 19,957,000円  一財 15,281,000円] 

＊特財積算根拠 

[負担金:常総地域病院群輪番制病院運営費負担金 (常総市)  4,797,911円] 

[負担金:常総地域病院群輪番制病院運営費負担金（守谷市）  6,836,384円] 

[負担金:常総地域病院群輪番制病院運営費負担金(つくばみらい市)   5,123,300円]  
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[負担金:常総地域病院群輪番制病院運営費負担金  (利根町)   3,199,671円] 

〇 目的 

  日曜日や祝日、夜間における第2次救急医療対策として、重症患者の医療の確保を図り、

また小児救急患者の医療対策として、小児救急医療輪番制を実施し、地域の小児救急医療

の確保を図る。 

〇 内容 

  常総地域内の宗仁会病院、取手協同病院、取手医師会病院、東取手病院、守谷第一病院、

守谷慶友病院、きぬ医師会病院、水海道さくら病院の8病院が共同連携し、日曜日や祝日、

夜間において輪番方式で円滑な救急医療業務を実施し、さらに小児救急医療については、

取手協同病院、守谷第一病院による輪番方式で小児救急医療業務を行い、4市1町が補助す

る。 

    参加市町  取手市・常総市・守谷市・つくばみらい市・利根町 

 
[担当：保健センター] P.143 

2601  老人保健施設建設補助金  25,734,000円 (25,938,000円) 

[一財 25,734,000円] 

○ 目的 

  高齢化社会に対応する施設建設を推進し、保健･福祉･医療の充実を図る。 

○ 内容 

  介護を必要とする老人の家庭や社会への復帰を目的とし、入所、短期入所療養介護（シ

ョートステイ）及び通所リハビリテーション（デイケア）により残存機能の回復・維持の

ための介護サービスを行っている緑寿荘への建設補助金。 

 

[担当：保健センター] P.144 

2901  特定疾病療養者見舞金  26,317,000円 (26,286,000円) 

[一財 26,317,000円] 

○ 目的 

  療養者本人・家族の経済的負担の軽減を図る。 

○ 内容 

  原因が不明で治療方法が未確立なため、その治療期間が長期にわたるもので、茨城県の

医療費公費負担制度適用疾病となる疾患で、入院・通院している者を対象に見舞金（月額

3,000円）を支給する。 

 

1 保健衛生費    2 予防費 

[担当：保健センター] P.144 

2001  予防接種に要する経費  84,325,000円 (78,374,000円)  

[一財 84,325,000円] 

○ 目的 

  感染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の防止を図る。 
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○ 内容 

  乳幼児等の予防接種は、各保健センターと福祉会館で集団接種で受ける方法と市内指定

医療機関で個別接種で受ける方法になっている。児童の予防接種は、学校で集団接種で実

施している。高齢者インフルエンザ予防接種については、市内外で受けられる体制を整え

実施している。 

                                 （単位：人） 
 区    分 予  定  数 医師数 

ＢＣＧ 900     60 

ポリオ 1,300     50 

日本脳炎 50     個別接種 

三種混合 3,250     個別接種 

麻しん 15     個別接種 

風しん 40     個別接種 

麻しん風しん混合 1,920     個別接種 

一般 

高齢者インフルエンザ 10,200     個別接種 

学校 二種混合 947     31 

 

 

[担当：保健センター] P.144 

2101  結核予防に要する経費  13,616,000円 (12,979,000円) 
[一財 13,616,000円] 

○ 目的 

  結核による呼吸器疾患の発生防止を図る。 

○ 内容 

  保健センターや各公民館、集会所等に於いて、基本健康診査と合せてレントゲン撮影に

よる検診を行う。 

 

1 保健衛生費    3 母子衛生費 

[担当：保健センター] P.145 

20  乳幼児健診に要する経費  8,410,000円 (8,238,000円) 

[国･県 14,000円 一財 8,396,000円] 

＊特財積算根拠 

[国補:食育推進事業交付金 28,000円×1/2＝14,000円] 

○ 目的 

  健康診査により発育・発達の遅れ等を早期発見し、保健指導を行うことにより乳幼児の

健康な成長を図ると共に、保護者の育児不安の解消を図る。 

○ 内容 

  4ヵ月児、9ヵ月児、1歳6ヵ月児、3歳児を対象に健康診査を実施し、1歳6ヵ月児、3

歳児健康診査時に心理発達相談員を配置し、身体及び精神の発育・発達の遅れ等を早期に

発見するとともに､5ヵ月～2歳児を対象に身体測定､育児相談、離乳食相談、その他指導を
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行う。また、4ヵ月児健康診査時に股関節等の異常の早期発見をより専門的視点から整形外

科医師の診察を実施している。更に 4ヵ月児健診では「心と体の健康・育児調査票」を用

いてアンケートを行い、早期の段階で保護者の育児不安の把握に努める。また、1歳6ヵ月

児健康診査時には歯科衛生士により歯みがき指導を行う。 

 

[担当：保健センター]  P.147 

21  母子保健に要する経費  16,814,000円 (18,031,000円) 
[国･県 251,000円 その他 63,000円  一財 16,500,000円] 

＊特財積算根拠 

[国補:食育推進事業交付金 14,000円×1/2＝7,000円] 

[国補:フォローアップ教室事業交付金 488,000円×1/2＝244,000円] 

[諸収入:講座参加個人負担金  300円×210人＝63,000円] 

○ 目的 

  出産前後の母子の健康管理と、児の健全な成長発達を図る。 

○ 内容 

(1)妊婦・父親教室 

  妊娠 5･6ヵ月の妊婦、またはその配偶者を対象として、妊娠・出産・育児について学ぶ

教室を開催する｡ 

 

 教 室 名 回   数 場   所 

妊 婦 教 室 24回 保健センター・藤代保健センター 

父 親 教 室 8回 保健センター・藤代保健センター 

 

(2)家庭訪問 

  新生児第1子と2,500g以下の低体重児と第2子以降希望者を訪問し、母親の育児上の不

安や児の異常の早期発見に努める。また、他市町村から里帰り出産された方も希望により

訪問する。 

(3)妊婦・乳児健康診査 

  妊婦前期（満19週まで）後期（20週以上）、乳児前期（3～6ヵ月）後期（9～11ヵ月）

の各1回ずつ、一般健康診査を受けられる受診票を発行する。 

(4)フォローアップ教室 

  1歳6ヵ月児健診・3歳児健診等で発見された発達の遅れや偏りが心配される児、または

育児に不安を抱える親に対して継続して教室に参加していただき、専門のスタッフと関わ

りを持ち、フォローをしていく。 

(5)歯みがき指導 

  2歳～就学前までの幼児を対象に歯みがき指導、フッ素塗布、むし歯予防の健康教育を親

子歯みがき教室として保健センターで2回、藤代保健センターで2回実施する。 

 



   － 70 － 

1 保健衛生費    4 生活習慣病対策費 

[担当：保健センター] P.149 

20  生活習慣病対策検診に要する経費  158,863,000円 (164,242,000円)  

[国･県 31,476,000円  その他 21,000円 一財 127,366,000円] 

＊特財積算根拠 

[国負:保健事業費  47,214,000円×1/3＝15,738,000円] 

[県負:保健事業費  47,214,000円×1/3＝15,738,000円] 

[諸収入:講座参加個人負担金  300円×70人＝21,000円] 

○ 目的 

  検診により健康の保持と、適切な医療の確保を図る。 

○ 内容 

  疾病の予防と早期発見に努める。50歳以上の男性の希望者を対象に前立腺がん検診を基

本健康診査時に実施する。検診の計画は次のとおり。 

 

検 診 名 実 施 時 期 場    所 検診予定者 

8/7  保健センター 

8/8 藤代保健センター 

8/9 井野公民館 

8/10 戸頭公民館 

8/21 藤代保健センター 

骨粗鬆症検診 

8/22 福祉会館 

  650人  

乳がん検診(集団) 

乳房Ｘ線撮影＋

視触診 

       

超音波検査＋ 

視触診 

7/30～8/3､8/28～31 

9/4～7､11/19～21 

12/3～5､12/11～14 
 

7/30～8/2､8/28～31 

9/4～6､11/19～20 

12/3～5､12/11～14 

保健センター 

福祉会館 

井野公民館 

寺原公民館 

藤代保健センター 

  650人  

 

 

  650人  

 

子宮がん検診 

    集  団 

 

 

 

施  設 

 

 

6/4～ 6/15 

 

 

 

4/1～ 3/7 

保健センタ－ 

福祉会館 

各公民館 

藤代保健センター 

 

市内医療機関8ヶ所 

 

 

650人 

 

 

 

870人 

 

胃がん検診  

 

7/2～8/3 

10/15～11/9 

 

保健センタ－ 

福祉会館 

各公民館 

藤代保健センター等 

2,500人 

大腸がん検診 

 

7/2～8/3 

10/15～11/9 

 

保健センタ－ 

福祉会館 

各公民館 

藤代保健センター等 

3,000人  
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肺がん検診 

喀痰検査 
10/1～12/25 

保健センタ－ 

福祉会館 

各公民館 

藤代保健センター等 

15,000人  

460人  

基本健康診査 10/1～12/25  

保健センタ－ 

福祉会館 

各公民館 

藤代保健センター等 

17,614人 

  

 

[担当：保健センター] P.151 

2401 精神保健事業に要する経費  694,000円 (724,000円)  
[その他 30,000円 一財 664,000円] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:講座参加個人負担金 300円×100人＝30,000円] 

○ 目的 

 こころの悩みや病気を抱える方等に対する相談・リハビリの場を設け、適切な支援を行

うとともに精神障害者の福祉の向上を図る。また、広く市民に対し精神保健福祉に関する

普及啓発活動を行う。 

○ 内容 

 こころの健康相談においては、精神科医師による相談を保健センターで月 1回、心理相

談員による相談を藤代保健センターで月 1回実施する。また、回復途上にある精神障害者

に対し、毎月保健センターで3回、集団での生活指導を行うことにより、対人関係の改善、

生活習慣の取得等、社会生活への適応を促進し、社会復帰を図る。年 1回精神保健に関す

る講演会を行うことにより、広く市民に対し普及啓発活動を行う。 

 

1 保健衛生費    5 保健センター費 

 [担当：保健センター] P.151 

2001  保健センター管理運営に要する経費  11,912,000円 (11,543,000円) 

[その他 600,000円 一財 11,312,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:公共施設整備基金繰入金  600,000円] 

○ 目的 

  乳幼児健診や予防接種等を実施するため施設の維持・管理を図る。 

○ 内容 

  保健センターで行う乳幼児健診や予防接種等を円滑に実施するため、清掃、修繕を行い

施設の維持・管理を図る。 
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1 保健衛生費  6 環境衛生費 

[担当：環境保全課]  P.153 

1101  取手市環境審議会に要する経費  234,000円（352,000円） 

[一財 234,000円] 

○ 目的 

  本市における環境行政全般について、調査審議する。 

○ 内容 

  審議会は次の各号の事項について、市長の諮問に応じて調査、審議しその結果を答申す

る。また、市長に建議することができる。 

  1 環境行政の基本的なあり方に関すること。 

  2 取手市環境基本計画に関すること。 

  3 環境衛生の維持及び公害の防止に関すること。 

  4 リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に関すること。 

  5 その他環境の保全及び創造に関し必要な事項 

  6 前各号に掲げるもののほか,他の条例の規定によりその権限に属せられた事項   
 

[担当：環境保全課] P.153 

2101  犬猫対策に要する経費 3,426,000円（3,885,000円） 
[その他 3,323,000円  一財 103,000円] 

＊特財積算根拠 

[手数料:犬登録手数料        (交付)     @2,000×540件＝1,080,000円 

(再交付)   @1,000× 13件＝   13,000円] 

[手数料:注射済票交付手数料  (交付)     @400×5,200件＝2,080,000円 

(再交付)   @200×    2件＝      400円] 

[手数料:じん芥処理手数料               @6,000× 25体＝  150,000円] 

○ 目的 

  狂犬病の予防及び公衆衛生・公共の福祉の増進を果たす。 

○ 内容 

  ・犬の登録及び鑑札の交付、手数料徴収事務。 

 ・狂犬病予防注射(集合注射)の実施、注射済票の交付・手数料徴収事務。 

・不幸にも路上で、交通事故で死亡した動物の処理を実施する。 

・犬の飼い方マナー教室を開催する。 

・犬の登録、狂犬病予防、ペットの飼い方等について広報、啓発を行う。 

 

[担当：環境保全課] P.153 

2201  取手駅西口公衆トイレ管理に要する経費  4,672,000円（3,973,000円） 
[一財4,672,000円] 

○ 目的 

  取手駅西口公衆トイレを清潔に保ち、常に衛生的な状態でトイレの使用ができるように

する。 
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○ 内容 

  取手駅西口公衆トイレを毎日清掃する(1月1日は除く)また、機器保守点検を年2回実施

する。 

 

[担当：環境保全課] P.154 

2301  雑草除去に要する経費 3,530,000円（3,641,000円） 

[その他 3,530,000円 ] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:草刈受託収入  3,530,000円］ 

○ 目的 

  空き地が雑草等により不良な状態とならないようにし、安全で清潔な生活環境を保持す

る。 

○ 内容 

  雑草等が繁茂した空き地の所有者又は管理者に対して、適正な管理を行うよう指導する

とともに、種々の事情で所有者又は管理者自身による雑草等の除去が困難な場合、委託を

受けて除去を実施する。 

 

[担当：環境保全課] P.154 

2401  取手市外2市火葬場組合負担金  118,420,000円 （128,885,000円） 
[その他 60,340,000円  一財 58,080,000円] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:取手市外2市火葬場組合事務費  28,070,000円］ 

[諸収入:火葬場周辺整備事業費  32,270,610円］ 

○ 目的 

  取手市外2市火葬場組合により火葬場「やすらぎ苑」の管理運営等を行う。 

○ 内容 

  ・火葬場「やすらぎ苑」の管理運営の適正化を図り火葬を円滑に実施する。 

 

     火葬場組合負担金                (単位:千円) 

 平均割30% 人口割70% 合  計 

取 手 市 24,938 93,482 118,420 

守 谷 市 24,938 46,565 71,503 

つくばみらい市 24,938 34,519 59,457 

計 74,814 174,566 249,380 

 
1 保健衛生費  7 公害対策費 

[担当：環境保全課] P.155 

2001  公害対策事業に要する経費  5,846,000円（6,265,000円） 

[その他 300,000円  一財 5,546,000円] 



   － 74 － 

＊特財積算根拠 

[諸収入:県環境保全事業団交付金  100,000円］ 

[手数料:土砂等による土地の埋立等に係る特定事業許可申請手数料 200,000円］ 

○ 目的 

環境の実態を把握し、公害の発生を未然に防止することにより、市民の健康を守り、快

適な生活環境を保全する。 

○ 内容 

  (1)水質汚濁防止対策 

   ①発生源の規制及び指導 

  水質汚濁防止法、茨城県生活環境の保全等に関する条例及び市公害防止条例に基づき、

規制対象工場・事業場の立入調査(県との合同立入調査含む)を実施し、排水基準等に関

する指導を行う。 

   ②公共用水域の水質観測 

  市内河川(小貝川、相野谷川、北浦川、西浦川)農業用水路及び樋管において定期的に水     

質調査を実施し、公共用水域の水質汚濁の状況を把握する。 

   ③古利根沼水質・底質調査 

  古利根の自然環境を保全するため水質、底質の調査、監視を我孫子市との共同により     

実施する。 

   ④井戸水検査 

  市内一般家庭を、各地区から数箇所選定して有害物質の検査を行い、地下水の汚染状     

況を把握する。 

   ⑤産業廃棄物対策 

  フジランド産業廃棄物処分場からの地下水汚染を監視するため、周辺宅地内の井戸水     

の水質検査を継続して実施する。 

  (2)大気汚染防止対策 

   ①発生源の規制及び指導 

  大気汚染防止法、茨城県生活環境の保全等に関する条例及び市公害防止条例に基づき、

特定施設を有する工場・事業場について県と合同立入調査を実施し、排出基準を遵守す

るよう指導する。 

   ②光化学スモッグ対策 

  光化学スモッグ対策要綱に基づき、光化学スモッグ緊急時連絡体制をつくり、光化学ス

モッグ予報、注意報が発令された場合、 関係機関等に通報し、被害の未然防止に努める。 

  (3)騒音・振動防止対策 

   ①発生源の規制及び指導 

  騒音規制法、振動規制法、茨城県生活環境の保全等に関する条例及び市公害防止条例に

基づき、特定施設の設置等や特定建設作業の実施について事前に届出を義務付け、騒音

振動発生源の内容を把握し、騒音・振動公害の未然防止に努める。 

   ②環境騒音の測定 

  市内における環境基準との適合状況について把握するため、市内 11地点において 24時

間測定を実施する。 
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  (4)悪臭・地盤沈下防止対策 

  悪臭については、市全域が悪臭防止法の規制地域として指定を受けており、茨城県生活

環境の保全等に関する条例と併せて規制を行う。 

地盤沈下については、茨城県生活環境の保全等に関する条例及び市公害防止条例に基づ

く、特定施設の設置等の届出により、被害の未然防止に努める。 

 

[担当：環境保全課] P.156 

2301  生活排水汚濁水路浄化施設維持管理に要する経費  5,333,000円 

       （6,916,000円） 
[一財 5,333,000円] 

○ 目的 

  新取手団地の生活排水を浄化し、相野谷川の水質の向上を図る。 

○ 内容 

良好な浄化水質を得るため、機器の点検・整備を引き続き実施する。また余剰汚泥の発

生を抑制して処分量を削減するため、微生物の働きを活性化させる対策を委託する。 

 なお、引き続き定期的な水質検査を実施し、浄化の効果を監視する。 

   

主な経費                   （単位：円） 

内      容 金  額 

光熱費 1,860,000 

浄化施設機械等修繕料 200,000 

浄化施設トイレ清掃委託料 63,000 

水質及び汚泥分析検査委託料 470,190 

余剰汚泥削減対策委託料 599,000 

浄化施設運転管理・点検委託料 787,920 

汚泥処分委託料 603,750 

汚泥収集運搬委託料 666,750 

 

2 清掃費  1 清掃総務費 

[担当:環境保全課] P.157 

2001  清掃事業に要する経費 55,624,000円（47,557,000円） 
[その他470,000円  一財55,154,000円] 

＊特財積算根拠 

[手数料:生活雑排水汲取手数料  @2,800×14台×12ヶ月＝470,400円］ 

○ 目的 

  清潔で住み良い環境づくりを図る。 
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○ 内容 

  ・パトロール等により、市内全域の側溝等の状態を把握し、必要に応じて随時側溝、桝、

スクリーンピットの清掃等を実施する。また、緊急時にも即時対応を行う。 

・生活雑排水を浸透桝で処理している家庭のうち浸透桝で処理しきれない雑排水の汲み

取りを行う。(登録戸数15戸) 

 

[担当：環境保全課] P.158 

2101  廃棄物不法投棄対策に要する経費  638,000円（857,000円） 

[一財 638,000円] 

○ 目的 

  廃棄物の不法投棄の未然防止及び不法投棄事案の早期解決により、良好な生活環境を確

保するとともに公衆衛生の向上を図る。 

○ 内容 

  取手市不法投棄ボランティア監視員及び取手郵便局、取手ハイタク協会と連携を取り、

市内の不法投棄の監視、早期発見を行うとともに、不法投棄の未然防止についての積極的

な啓発活動を行う。 

  また、廃棄物減量等推進員による不法投棄監視体制への協力を行う。 

 

[担当：環境保全課] P.158 

2201  合併処理浄化槽設置整備費補助事業に要する経費  13,631,000円 

 （16,361,000円） 
[国･県 7,918,000円 その他 63,000円  一財 5,650,000円] 

＊特財積算根拠 

[国補:循環型社会形成推進交付金 13,575,000×1/3＝4,525,000円] 

[県補:合併処理浄化槽設置事業費補助金  13,575,000×1/3×0.75＝3,393,750円] 

[手数料:浄化槽清掃業許可申請手数料 @3,500×9＝31,500円] 

[手数料:一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 @3,500×9＝31,500円] 

○ 目的 

  生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置を促進する。 

○ 内容 

  対象区域:次の区域を除く区域 

1.公共下水道事業認可区域 

2.農業集落排水施設の処理区域及び処理計画区域 

 

 国・県補助金分                               

       5人槽相当  294,000円×26基＝7,644,000円 

       7人槽相当  342,000円×16基＝5,472,000円 

      10人槽相当  459,000円× 1基＝ 459,000円 

 計           43基  13,575,000円 
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[担当：環境保全課] P.159 

2501  公共施設の里親制度に要する経費  113,000円（226,000円） 
[一財113,000円] 

○ 目的 

  公共施設の美化保全を通じて市民、事業者、行政が一体となった住みよいまちづくりを

推進する。 

○ 内容 

市管理の公共施設について里親の登録をし、定期的に清掃、環境美化促進等の活動を行

う。 

 

2 清掃費  2 じん芥処理費 

[担当：環境保全課] P.159 

2001  じん芥収集に要する経費  311,531,000円（325,153,000円） 
[その他 19,844,000円  一財 291,687,000円] 

＊特財積算根拠 

[手数料:一般廃棄物許可申請手数料 66,000円］ 

[手数料:粗大ごみ収集運搬手数料 12,713,000円］ 

[諸収入:資源物売却代 7,065,000円］ 

(1) じん芥収集運搬委託料 308,845,000円 

○ 目的 

  一般廃棄物（ごみ）の収集運搬を実施することにより、市民の良好な生活環境を確保す

る。 

○ 内容 

  市内一般家庭から排出される一般廃棄物（可燃・不燃）及び資源物（新聞・雑誌・段ボ

ール・古着・あき缶・あきビン）の収集運搬を、業者に委託して実施する｡ 

  尚、ごみの減量と資源化を図るため引き続き5種13分別を推進する。 

資   源   物  

可 

燃 

ご 

み 

 

不 

燃 

ご 

み 

 

 

粗 

大 

ご 

み 

 

有 

害 

ご 

み 

新 

聞 

紙 

雑 

誌 

・ 

雑 

紙 

段 
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ル 

紙 

紙 

パ 

ッ 

ク 

古 
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あ 

き 
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無 

色 
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ン 

茶 

色 

ビ 

ン 

そ 

の 

他 

の 

ビ 

ン 

 

[担当：環境保全課] P.159 

2101  ごみ処理事務に要する経費  5,653,000円（5,431,000円） 
[その他 4,287,000円  一財 1,366,000円] 

＊特財積算根拠 

[手数料:粗大ごみ収集運搬手数料 4,287,000円] 
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○ 目的 

  廃棄物（ごみ）の発生を抑制し、再利用を促進し清潔で快適な生活環境を保持する。ま

た各団体と連絡調整や連携を図りながらごみ処理に関する情報の交換や、将来の方向性を

協議する。 

○ 内容 

  ・ごみの発生抑制・再使用・再生について、市民に理解を求めるため、広報等により啓

発し循環型社会の構築を目指す。 

 ・粗大ごみの有料化に伴い、受付事務が複雑化したため臨時職員を採用し迅速に対応す

る。 

・関係機関との連絡調整や茨城県清掃協議会の活動を行う。 

 

2 清掃費  3 ごみ減量推進費 

[担当：環境保全課] P.160 

2001  ごみ減量推進に要する経費  19,698,000円（18,882,000円） 
[一財 19,698,000円] 

○ 目的 

  ごみの減量化の推進、資源の有効利用など、リサイクルに関する市民の自主的なとりく

みの促進を図る。 

○ 内容 

  生ごみ処理容器購入補助金は、購入費の3分の2で1世帯2基まで１基につき限度額3,000

円、電気式生ごみ処理機購入補助金は、購入費の3分の2で1世帯1基まで限度額30,000

円を交付する。 

 資源回収助成金は、地区の自治会や子供会、PTA等の自主団体が回収した資源物について

は 1㎏当たり 5円、その資源回収団体から資源回収業者が回収した資源物については 1kg

当たり3円の助成金を交付する。 

・生ごみ処理容器等補助金実績と平成19年度の見込み 

 コンポスター 電気式生ごみ処理機 ＥＭ容器 

年度 数量 補助金額 数量 補助金額 数量 補助金額 
合 計 

17 14個 38,800円 121個 3,535,200円 50個 74,100円 3,648,100円 

18 9個 24,700円 90個 2,591,400円 55個 75,800円 2,691,900円 

19 コンポスター・電気式生ごみ処理機・ＥＭ容器 3,660,000円 

※18年度については、19年1月末現在の実績。 

 ・資源回収助成金実績と平成19年度の見込み 

年 度 団 体 数 数 量（㎏） 助 成 金 

96（子供会等） 973,600.75 4,868,002円 
17 

9（回収業者） 716,160.00 2,148,480円 

112（子供会等） 1,986,810.49 9,934,049円 
18 

9（回収業者） 1,428,250.00 4,284,750円 

112（子供会等） 2,100,000.00 10,500,000円 
19 

9（回収業者） 1,460,000.00 4,380,000円 

※17年度については、上半期分のみ。 
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[担当：環境保全課] P.161 

2101 生ごみリサイクル事業に要する経費 12,635,000円（13,600,000円） 
[その他 6,000,000円  一財 6,635,000円] 
[諸収入:オータムジャンボ宝くじ収益金市町村交付金 6,000,000円］ 

(1)生ごみ減量化推進委託料 12,493,000円 

○ 目的 

 資源循環型社会形成の一環として、ごみの減量化を推進する。 

○ 内容 

 市内のモデル地区 980世帯から排出される生ごみを週 1回収集し堆肥化施設において堆

肥化する。 

 生ごみ堆肥化モデル事業実績 平成18年4月～平成19年1月 

 関鉄・本郷 中央・駒場 青柳・井野 新取手・台宿 合  計 

平成18年4月～

平成19年1月 
22,331.3㎏ 18,442.0㎏ 14,951.3㎏ 8,683.6㎏ 64,408.2㎏ 

世帯数 286世帯 284世帯 265世帯 145世帯 980世帯 

人数 952人 924人 900人 438人 3,214人 

世帯平均 3.3人/世帯 3.3人/世帯 3.4人/世帯 3.0人/世帯 3.3人/世帯 

1日1世帯当り生

ごみ量 
255g 212g 184g 196g 215g 

1日1人当り生ご

み量 
77g 65g 54g 65g 65g 

 

2 清掃費  5 し尿処理費 

[担当：環境保全課] P.162 

2001  し尿処理事業事務に要する経費  60,800,000円（61,185,000円） 
[その他 29,878,000円  一財 30,922,000円] 

＊特財積算根拠 

[手数料:し尿処理手数料  29,878,812円］ 

○ 目的 

  市域内の清潔な生活環境を保全する。 

○ 内容 

  市内のくみ取り式トイレのし尿汲取り定期的に実施する。また、世帯の希望や災害時な

どの必要に応じて、臨時の汲取りを実施する。手数料は、し尿汲取券または口座振替によ

って徴収する。 

汲取実施戸数及び人数の見込み 

         定額制     3,500人 

         特別加算    500戸 

         従量制    11,000本 
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[担当：環境保全課] P.162 

2101  龍ヶ崎地方衛生組合負担金 301,920,000円（313,176,000円） 
[一財 301,920,000円] 

○ 目的 

  取手市から搬出された、し尿及び浄化槽汚泥の処理を適切に行い生活環境を保全する。 

○ 内容 

  し尿及び浄化槽汚泥を龍ヶ崎地方衛生組合が龍の郷クリーンセンターにおいて処理して

いる。 

    建 設 費 分  140,675,000円 

    一般経費分  161,245,000円 

 

分 担 金 表                                                      (単位:千円) 

 市町村名 
建 設 費 

分 

一般経費

分 

平成 19年

度分担金 

全体比 

     % 

平成 18年

度分担金 
比 較 

1 龍ケ崎市 73,629 88,521 162,150 15.40 166,164 △4,014 

2 牛 久 市 47,883 53,333 101,216 9.62 102,845 △1,629 

3 取 手 市 140,675 161,245 301,920 28.69 313,176 △11,256 

4 利 根 町 14,547 17,946 32,493 3.09 33,083 △590 

5 河 内 町 25,243 29,042 54,285 5.16 55,317 △1,032 

6 稲 敷 市 106,509 102,768 209,277 19.89 224,458 △15,181 

7 美 浦 村 36,893 45,786 82,679 7.86 85,798 △3,119 

8 阿 見 町 51,579 56,682 108,261 10.29 110,825 △2,564 

 
計 496,958 555,323 1,052,281 100 1,091,666 △39,385 

 
 
 


